
下
請
法
（
３
）

　
前
回
は
、
下
請
法
の
適
用
対
象
と

な
る
取
引
の
う
ち
、「
製
造
委
託
」

及
び
「
修
理
委
託
」
に
つ
い
て
説
明

し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、「
情
報
成
果
物
作
成
委

託
」
及
び
「
役
務
提
供
委
託
」
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
。

情
報
成
果
物
作
成
委
託

　
情
報
成
果
物
作
成
委
託
と
は
、
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
、
映
像
コ
ン
テ
ン
ツ
や

各
種
デ
ザ
イ
ン
な
ど
、
情
報
成
果
物

の
提
供
や
作
成
を
行
う
事
業
者
が
、

他
の
事
業
者
に
そ
の
作
成
作
業
を
委

託
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
情
報
成
果
物
の
例
と
し
て
は
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
（
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
、
家
電

製
品
の
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
）、

映
像
や
音
声
、
音
響
な
ど
か
ら
構
成

さ
れ
る
も
の
（
テ
レ
ビ
番
組
、
映
画

な
ど
）、
文
字
、
図
形
、
記
号
な
ど

か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
（
設
計
図
、

ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
な
ど
）
が
あ

り
、
物
品
の
付
属
品
・
内
蔵
部
品
、

物
品
の
設
計
・
デ
ザ
イ
ン
に
関
わ
る

作
成
物
全
般
を
含
み
ま
す
。

　
情
報
成
果
物
作
成
委
託
は
、
次
の

３
つ
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
ま
す
。

①�　
情
報
成
果
物
を
業
と
し
て
提
供

し
て
い
る
事
業
者
が
、
そ
の
情
報

成
果
物
の
作
成
行
為
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
他
の
事
業
者
に
委
託
す

る
場
合

　

�（
具
体
例
）
放
送
事
業
者
が
テ
レ

ビ
や
ラ
ジ
オ
番
組
の
制
作
を
番
組

制
作
会
社
に
委
託
す
る
場
合

②�　
情
報
成
果
物
の
作
成
を
業
と
し

て
請
け
負
っ
て
い
る
事
業
者
が
、

そ
の
情
報
成
果
物
の
作
成
行
為
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
他
の
事
業
者

に
委
託
す
る
場
合

　

�（
具
体
例
）
広
告
会
社
が
依
頼
者

か
ら
受
注
し
た
Ｃ
Ｍ
の
制
作
を
Ｃ

Ｍ
制
作
会
社
に
委
託
す
る
場
合

③�　
自
社
で
使
用
す
る
情
報
成
果
物

を
自
社
で
作
成
し
て
い
る
事
業
者

が
、
情
報
成
果
物
の
作
成
行
為
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
他
の
事
業
者

に
委
託
す
る
場
合

　

�（
具
体
例
）
家
電
メ
ー
カ
ー
が
、

内
部
の
シ
ス
テ
ム
部
門
で
作
成
す

る
自
社
用
経
理
ソ
フ
ト
の
作
成
の

一
部
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
メ
ー
カ
ー

に
委
託
す
る
場
合

役
務
提
供
委
託

　
役
務
提
供
委
託
と
は
、
運
送
な
ど

の
各
種
サ
ー
ビ
ス
（
役
務
）
の
提
供

を
営
む
事
業
者
が
、
請
け
負
っ
た
役

務
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
他
の
事
業

者
に
委
託
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
具
体
例
と
し
て
、
貨
物
運
送
業
者

が
請
け
負
っ
た
貨
物
運
送
業
務
の
一

部
を
ト
ラ
ッ
ク
運
送
会
社
に
委
託
す

る
場
合
や
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
が
販

売
し
た
自
動
車
の
保
証
期
間
内
の
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
を
自
動
車
整
備
会

社
に
委
託
す
る
場
合
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

　
例
外
と
し
て
、
建
設
業
法
に
規
定

さ
れ
る
建
設
業
を
営
む
事
業
者
が
請

け
負
う
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
下

請
法
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
は
、
建
設
業
法
に
類
似
の
規

定
が
置
か
れ
、
下
請
事
業
者
の
保
護

が
別
途
図
ら
れ
て
い
る
た
め
で
す
。

　
た
だ
し
、
建
設
資
材
な
ど
を
販
売

す
る
建
設
業
者
が
商
品
の
製
造
を
外

部
委
託
す
る
場
合
は
「
製
造
委
託
」

に
該
当
し
ま
す
し
、
建
設
業
者
が
設

計
図
面
の
作
成
を
他
の
事
業
者
に
委

託
す
る
場
合
は
「
情
報
成
果
物
作
成

委
託
」
に
該
当
し
、
下
請
法
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
役
務
提
供
委
託
と
し
て
下

請
法
の
対
象
と
な
る
役
務
と
は
、
委

託
事
業
者
が
他
者
に
提
供
す
る
役
務

の
こ
と
で
あ
り
、
委
託
事
業
者
が
自

ら
利
用
す
る
役
務
は
含
ま
れ
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
貨
物
運
送
の
委
託
の
み

を
請
け
負
っ
た
運
送
業
者
が
、
運
送

作
業
の
た
め
に
必
要
な
梱
包
作
業
を

他
の
事
業
者
に
委
託
す
る
場
合
、
こ

の
梱
包
作
業
自
体
は
他
者
か
ら
請
け

負
っ
た
役
務
で
は
な
く
、
自
ら
利
用

す
る
役
務
で
あ
る
た
め
、
梱
包
作
業

の
委
託
は
下
請
法
上
の
役
務
提
供
委

託
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
。
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【
主
な
取
扱
分
野
】
企
業
法
務
、
債

権
回
収
、
債
務
整
理
、
相
続
、
事
業

承
継
、
交
通
事
故
損
害
賠
償
請
求
。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

山
下
江
法
律
事
務
所
の
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